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　岩手県公共施設カルテの評価結果において、複合化及び解体という結果であ
るが、相談機能、一時保護等の必要な機能は確保した上で、他の県有施設と集
約することで維持管理費の節減等を図る方向であり、岩手県福祉・消費生活関
連相談拠点施設（仮称）整備基本計画に基づき、岩手県立県民生活センターと
集約していく。
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岩手県公共施設カルテの評価結果は現状維持であり、児童福祉法に基づく法定必置の
施設であることから、本県沿岸地域の児童福祉分野における相談機能を有する拠点施
設として、引き続き施設を維持する方向で検討していく。
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※「主な維持修繕・改修の内容」は現在の機能を維持すると仮定した場合の見込みであり、改修等の時期・内容については変更の可能性があるもの。
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 岩手県公共施設カルテの評価結果においては、現状維持という結果であり、現に学
生が利用していることから、第２期岩手県公共施設等総合計画期間中においては、学
生の安全性を確保するために、建物の根幹をなす必要最低限の改修・補修工事につい

            て県が対応を行っていく。
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 岩手県公共施設カルテの評価結果においては、現状維持という結果であり、現に学
生が利用していることから、第２期岩手県公共施設等総合計画期間中においては、学
生の安全性を確保するために、建物の根幹をなす必要最低限の改修・補修工事につい

            て県が対応を行っていく。
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 岩手県公共施設カルテの評価結果においては、現状維持という結果であり、現に学
生が利用していることから、第２期岩手県公共施設等総合計画期間中においては、学
生の安全性を確保するために、建物の根幹をなす必要最低限の改修・補修工事につい

            て県が対応を行っていく。
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　岩手県公共施設カルテの評価結果においては、現状維持であり経年劣化しているボ
イラー設備の更新を要するとされていることから、評価結果を踏まえてボイラー設備
更新を実施する。
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　岩手県公共施設カルテの評価結果において、本施設が担っている福祉の研修・教育
や、県民への意識啓発等の機能については、施策上の必要性が認められているもので
あるため、施設の方向性が決定するまでの間は、必要最低限の補修工事を実施し、利
用者の安全確保に努める。
　また、これまでも利用者数の減少傾向に係る課題を踏まえ、定休日の設定等により
効果的かつ効率的な施設運営に取り組んできたところであるが、近年の急激な利用者
数の減少については、外的要因である新型コロナウイルス感染症蔓延の影響からの回
復基調の弱さによるものである。
　そのため、現在、外的要因のない状況で利用ニーズ等を分析しつつ、福祉の里エリ
アの活性化に向けた取組を大船渡市及び指定管理者と連携しながら、広域での利活用
も含め、利用拡大に取り組んでいるところであり、引き続き、そうした取組を進めな
がら、福祉の里センターのあり方について関係機関団体とも丁寧な議論を重ねながら
検討を進めていく。
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 岩手県公共施設カルテの評価結果においては、現状維持という結果であり、現に医
療機関の患者等が利用していることから、第２期岩手県公共施設等総合計画期間中に
おいては、利用者の安全性を確保するために、建物の根幹をなす必要最低限の改修・
補修工事について県が対応を行っていく。
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 岩手県公共施設カルテの評価結果においては、現状維持という結果であり、現に医
療機関の患者等が利用していることから、第２期岩手県公共施設等総合計画期間中に
おいては、利用者の安全性を確保するために、建物の根幹をなす必要最低限の改修・
補修工事について県が対応を行っていく。

-73-


